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  校長 山中 卓 

暴風警報等緊急警報発令時の対応について 

本校では、標記のような災害等が発生した場合、次のような方法で児童の安全確保を行うことにしています。ご理解

とご協力をお願い致します。 

登校前（午前６時の段階）に「暴風警報」「暴風雪警報」「大雪警報」「特別警報」 

「レベル４危険警報（横浜市北部）」が発令されている場合 

○横浜市内（神奈川県全域、または神奈川県東部または横浜・川崎）に「暴風警報」「暴風雪警報」「大雪警

報」「特別警報」「レベル４危険警報（横浜市北部）」が、午前６時の段階で発表継続中の場合は、臨時休業

（休み）とします。 

 

テレビ・ラジオ・インターネット等で「暴風警報」等の発表についてご確認ください。学校からも状況に応

じて「すぐーる」配信を行います。 

※  「暴風警報」を伴わない「大雨警報」「洪水警報」の発令では、各家庭の判断での登校になります。しか

し、地域によって状況が異なりますので、登校に危険があると判断された場合は、安全が確保されるまで

登校を見合わせる措置をお願いします。欠席、遅刻にはなりませんが、必ず学校への連絡をお願いいたし

ます。  

 

児童在校中の緊急災害時等の対応について 

○  本校では、児童の在校中に次のようなことが起きた場合、児童を学校に留め置き、保護者またはそれに代

わる方に、引き取りに来ていただくことにしています。引き取りまでは、学校で児童の安全確保を行います。

（学校から配信でご連絡いたします。） 

 

 

 

 

※  保護者、または「児童カード」に記載してある親族の方以外は引き渡しできませんので、ご承知おきくださ

い。 

※  暴風警報が発令されていなくても、天候の急変により下校時間帯に暴風や大雨が予想される場合は、授

業を早めに切り上げ、集団下校することも想定しています。この場合は、配信で連絡いたします。 

 

 

○「暴風警報」「暴風雪警報」「大雪警報」「特別警報」 

「レベル４危険警報（横浜市北部）」が発表された場合 

○大地震（震度５強以上）が発生した場合 

○大規模地震警戒宣言が発令された場合 

○不審者が出没した場合など 

要保存 


